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[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]令和８年度　社会福祉施設等指導監査
チェックリスト
（救護施設）

法　人　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
施　設　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
施設立会人　職・氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【注意事項】
	チェックリスト作成時
	□確認項目を確認したか
□適否欄にチェックを入れたか
□確認項目に該当する事項がない場合は、「該当なし」と適否欄に記入したか
□確認文書欄に事業所の簿冊・帳簿名を記入したか

	メール添付書類
	・指導監査用チェックリスト
・施設等平面図

	メール送付時留意事項
	・通知に記載のある提出期限内に提出
・件名は「〇月〇日（施設名）事前チェックリスト」（〇月〇日は監査実施日）
・メールサイズが８ＭＢを超える場合は、メールを分割
・実施日における公用車の駐車スペースの有無



【監査当日】
○チェックリストの項目順に、適否と確認文書（挙証資料）を閲覧確認しますので、
関係簿冊をすべて監査会場にご用意ください。また、照合しやすいよう、あらかじめ
関係箇所に付箋を貼るなどのご対応をお願いします。
〇確認文書については原則として前年度および今年度のものをご準備ください。

【当日の流れ等について】
１　検温と手指消毒
２　双方の担当者の紹介・あいさつ
３　施設内部の確認
４　チェックリストおよび関係書類の閲覧確認
５　質疑応答
６　講評
７　結果通知（後日）
８　その他
実施当日までに、貴施設の職員又は利用者等が新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ等に感染したなど、感染拡大が危惧される事態となったときには、日程の再調整や実施方法の変更等を行う場合がありますので、必ず、監査指導室（８８８－５６７６）まで連絡してください。


	主眼事項
	監査事項・着眼点
	適否
	確認書類
	根拠法令

	第１　適切な入所者処遇の確保
	施設の処遇について、個人の尊厳の保持を旨とし、入所者の意向、希望等を尊重するよう配慮がなされているか。 
　施設の管理の都合により、入所者の生活を不当に制限していないか。　　【Ｂ法人　理事総数　１０名】
　    理事長(本人)
　　　常務理事(理事長の長男)
       理　　事
       理　　事
       理　　事(理事長が経営する会社の従業員)
       理　　事
       理　　事
       理　　事(理事長が経営する会社役員の妻)
       理　　事
       理　　事
　　【Ｂ法人　理事総数　１０名】
　    理事長(本人)
　　　常務理事(理事長の長男)
       理　　事
       理　　事
       理　　事(理事長が経営する会社の従業員)
       理　　事
       理　　事
       理　　事(理事長が経営する会社役員の妻)
       理　　事
       理　　事
　　【Ｂ法人　理事総数　１０名】
　    理事長(本人)
　　　常務理事(理事長の長男)
       理　　事
       理　　事
       理　　事(理事長が経営する会社の従業員)
       理　　事
       理　　事
       理　　事(理事長が経営する会社役員の妻)
       理　　事
       理　　事

	
	
	

	１　入所者処遇の充実
　
　
　
　
	(1) 処遇計画は、適切に策定されているか。
ア　処遇計画は、日常生活動作能力、心理状態、家族関係および所内生活態度等についての定期的調査結果および入所者本人等の希望に基づいて策定されているか。
　また、処遇計画は、入所後、適切な時期に、ケース会議の検討結果等を踏まえた上で策定され、必要に応じて見直しが行われているか。
イ　処遇計画は医師、理学療法士等の専門的なアドバイスを得て策定され、かつその実践に努めているか。 
ウ　入所者の処遇記録等は整備されているか。
エ　身体拘束や権利侵害等が行われていないか。
	□
	　
	厚令18号第8条

	
	(2) 機能訓練は、必要な者に対して適切に行われているか。
	□
	　
	厚令18号第16条第2項

	
	(3) 適切な給食を提供するよう努めているか。
　ア　必要な栄養所要量が確保されているか。
イ　嗜好調査、残食(菜)調査、検食等が適切になされており、その結果等を献立に反映するなど、工夫がなされているか。
ウ　検食は、適切な時間に行われているか。(原則として食事前となっているか。)
また、各職種職員の交替により実施されているか。
エ　入所者の身体状態に合わせた調理内容になっているか。
オ　食事の時間は、家庭生活に近い時間となっているか。(特に夕食時間は早くても17時以降となっているか。)
カ　保存食は、一定期間(2週間)適切な方法(冷凍保存)で保管されているか。
また、原材料についてもすべて保存されているか。
キ　食器類の衛生管理に努めているか。
ク　給食関係者の検便は適切に実施されているか。
	□
	　
	厚令18号第13条
厚令18号第15条第1項
H15社援基発第1212001号「社会福祉施設等における衛生管理の徹底について」

大量調理施設衛生管理マニュアルⅡ-5-(4)-①

	
	(4) 適切な入浴等の確保がなされているか。
入所者の入浴又は清拭は、１週間に少なくとも２回以上行われているか。特に、入浴日が行事日・祝日等に当った場合、代替日を設けるなど週２回の入浴等が確保されているか。
	□
	　
	厚令18号第16条第4項

	
	(5) 入所者の状態に応じた排泄およびおむつ交換が適切に行われているか。
排泄の自立についてその努力がなされているか。トイレ等は入所者の特性に応じた工夫がなされているか。
また、換気、保温および入所者のプライバシーの確保に配慮がなされているか。 
	□
	　
	　

	
	(6) 衛生的な被服および寝具が確保されるよう努めているか。
起床後着替えもせず寝巻きのままとなっていないか。
	□
	　
	厚令18号第15条第1項

	
	(7) 医学的管理は、適切に行われているか。
ア　定期の健康診断、衛生管理および感染症等に対する対策は適切に行われているか。
イ　施設の種別、入所定員の規模別に応じて、必要な医師、嘱託医がおかれているか。(必要な日数、時間が確保されているか。)また、個々の入所者の身体状態・症状等に応じて、医師、嘱託医による必要な医学的管理が行われ、看護師等への指示が適切に行われているか。
ウ　急病等の場合の緊急連絡体制が整備されているか。
また、医療機関との長期的な協力体制が確立されているか。
	□
	　
	厚令18号第14条、第15条第2項


	
	(8) レクリエーションの実施等が適切になされているか。
	□
	　
	厚令18号第16条第5項

	
	(9) 家族との連携に積極的に努めているか。
　また、入所者や家族からの相談に応じる体制がとられているか。相談に対して適切な助言、援助が行われているか。
	□
	　
	　

	
	(10)居宅生活への移行が期待できる者や通所事業の実施に当たっては、実施機関および家族との連携を図るなど適切に対応されているか。
	□
	　
	　

	
	(11)苦情を受け付けるための窓口を設置するなど苦情解決に適切に対応しているか。　
	□
	　
	厚令18号第6条の2

	
	
(12)実施機関との連携が図られているか。


入所者の入退所および処遇計画策定の際に、必要に応じ実施機関との連携を図っているか。
	□
	　
	　

	
	(13)子どもに係る給付金として支払を受けた金銭の管理が適切に行われているか。
	□
	　
	　

	２　入所者の生活環境等の確保
	施設設備等生活環境は、適切に確保されているか。
ア　入所者が安全・快適に生活ができる広さ、構造、設備となっているか。
また、障害に応じた配慮がなされているか。
イ　居室等が設備および運営基準にあった構造になっているか。
ウ　居室等の清掃、衛生管理、保温、換気、採光および照明は適切になされているか。
エ　各居室、便所等必要な場所にカーテン等が設置され、入所者のプライバシーが守られるよう配慮がなされているか。
オ　居室、便所等必要な場所にナースコールが設置され、円滑に作動するか。
	□
	　
	厚令18号第3条、第4条、第9条、第10条

	３　自立、自活等への支援援助
　
　
	入所者個々の状況等を考慮した自立、自活等への援助が行われているか。
ア　個別支援計画について、適切に作成（見直しを含む。以下同じ。）されているか。特に、作成に当たっては、入所者の意向やニーズ把握等が適切に行われているか。また、作成に当たり、保護の実施機関と連携が図られているか。
イ　機能を回復し又は機能の減退を防止するための訓練や作業は、入所者の状況に即した個別支援計画に基づき適切に実施されているか。
ウ　施設からの退所が可能な者について、保護の実施機関と調整の上、他法他策の活用が検討されているか。
エ　入所者の個別の状況の変化等について、保護の実施機関に随時連絡が行われているか。
	□
	　
	厚令18号第2条、第16条第2項

	

	[bookmark: _GoBack]主眼事項
	監査事項・着眼点
	適否
	確認書類
	根拠法令

	第２　社会福祉施設運営の適正実施の確保
	健全な環境のもとで、社会福祉事業に関する熱意および能力を有する職員による適切な運営を行うよう努めているか。
	
	
	

	１　施設の運営管理体制の確立

	(1) 入所定員および居室の定員を遵守しているか。
	□
	　
	厚令18号第9条、第10条、第12条

	
	(2) 必要な諸規程は、整備されているか。
管理規程、経理規程等必要な規程が整備され、当該規程に基づいた適切な運用がなされているか。
	□
	　
	　

	
	(3) 施設運営に必要な帳簿は整備されているか。
	□
	　
	厚令18号第8条

	
	(4) 直接処遇職員等は、配置基準に基づく必要な職員が確保されているか。
ア　通所事業等を実施する施設にあっては、指導員等の加配が行われているか。
イ　各種加算に見合う職員が配置されているか｡
	□
	　
	厚令18号第11条

	
	(5) 施設の職員は、専ら当該施設の職務に従事しているか。
	□
	　
　
	厚令18号第6条

	
	(6) 施設長に適任者が配置されているか。
ア　施設長の資格要件は満たされているか。
イ　施設長は専任者が確保されているか。 
施設長がやむなく他の役職を兼務している場合は、施設の運営管理に支障が生じないような体制がとられているか。
	□
	　
	厚令18号第5条第1項

	
	(7) 生活指導員の資格要件は満たされているか。
	□
	　
	厚令18号第5条第2項

	
	(8) 育児休業、産休等代替職員は確保されているか。
	□
	　
	　

	　
　
　
　
	(9) 施設設備は、適正に整備されているか。
また、建物、設備の維持管理は適切に行われているか。
	□
	　
	厚令18号第3条、第4条、第9条、第10条

	
	(10)運営費は適正に運用され、また弾力運用も別途通知に基づき適正に行われているか。
	□
	
	

	
	(11)施設設備を地域に開放し、地域との連携が深められているか。
	□
	　
	　

	
	(12)その他の施設運営に関する事項
ア　施設運営に関する自主的内部点検が行われているか。
イ　市町村、保健所、医療機関、社会福祉協議会等との連携は、適切に行われているか。
	□
	　
	　

	２　必要な職員の確保と職員処遇の充実
　
　
　
	(1) 適切な給与水準の確保
ア　給与水準は、施設所在地の地方公共団体等の給与水準を勘案する等妥当なものとなっているか。
イ　施設長等施設の幹部職員の給与が、当該施設の給与水準に比較して極めて高額となっていないか。
ウ　給与規程に初任給格付基準表、前歴換算表、標準職務表が整備され、給与格付、昇格、昇給、各種諸手当等の支給は適正に行われているか。
また、非常勤職員等に対する雇用契約、賃金の支払い等が適正に行われているか。
	□
	　
　
　
	　
　
　

	
	(2) 労働時間の短縮等労働条件の改善に努めているか。
ア　労働基準法等関係法規は、遵守されているか。
イ　週４０時間の労働時間が守られているか。
ウ　各種休暇等の取扱いは、適切に行われているか。
エ　夜勤、宿日直の取扱いは、適切に行われているか。
オ　介護員等の夜間勤務を行う者について、長時間勤務の解消について努力しているか。
カ　職員への健康管理は、適正に実施されているか。
なお、前年度又は当該年度において、労働基準法等関係法令に基づく立入検査が行われている場合は、当該事項の監査を省略して差し支えない。
	□
	　
	労働基準法

	　
　
　
　
　
　
　
　
	(3) 業務体制の確立と業務省力化の推進のための努力がなされているか。
ア　職員の所掌事務が明確にされ、それが有機的に機能しているか。
イ　専門職員、非常勤職員等各種の職員の組み合わせによるなど効率的な業務体制を確立するよう努めているか。
ウ　介護機器、業務省力化機器の導入および業務の外部委託の推進等による業務の省力化に努めているか。
	□

	　
　
　
　
	　
　
　
　

	
	(4) 職員研修等資質向上対策について、その推進に努めているか。
ア　施設内研修および外部研修への参加が計画的に行われているか。
イ　介護福祉士等の資格取得への配慮がなされているか。
	□

	　
　
	　
　

	
	(5) 職員の確保および定着化について積極的に取り組んでいるか。
ア　職員の計画的な採用に努めているか。
また、養成施設に対する働きかけは積極的に行われているか。
イ　労働条件の改善等に配慮し、定着促進および離職防止に努めているか。
ウ　職員に対するレクリエーションの実施など士気高揚策の充実に努めているか。
	□
	　
	　

	
	(6) 職場における性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等、適切なハラスメント対策として必要な措置を講じているか。
	□
	　
	厚令18号第6条の3

	３　防災対策の充実強化

（前年度又は当該年度において消防法関係法令に基づく立入検査が行われている場合は省略可）
　
　
　
　
　
	防災対策について、その充実強化に努めているか。
ア　消防法令に基づくスプリンクラー、屋内消火栓、非常通報装置、防災カーテン、寝具等の設備が整備され、また、これらの設備について専門業者により定期的に点検が行われているか。
イ　非常時の連絡・避難体制および地域の協力体制は、確保されているか。例えば、風水害の場合、「高齢者等避難」および、「避難指示」、等の緊急度合に応じた複数の避難先が確保されているか。
ウ　非常食等の必要な物資が確保されているか。
エ　救護施設等が定める非常災害に対する具体的な計画（以下、「非常災害対策計画」という。）が策定されているか。
また、非常災害対策計画は、火災に対処するための計画のみではなく、火災、水害・土砂災害、地震等の地域の実情も鑑みた災害にも対処できるものであるか（必ずしも災害ごとに別の計画として策定する必要はない。）。
オ　非常災害対策計画には、以下の項目が盛り込まれているか。また、実際に災害が起こった際にも利用者の安全が確保できる実効性のあるものであるか（施設が所在する都道府県等で防災計画の指針等が示されている場合には、当該指針等を参考の上、実効性の高い非常災害対策計画が策定されているか。）。
【具体的な項目例】
・救護施設等の立地条件(地形等)
・災害に関する情報の入手方法(「高齢者等避難」等の情報の入手方法の確認等)
・災害時の連絡先および通信手段の確認(自治体、家族、職員等)
・避難を開始する時期、判断基準(「高齢者等避難」発令時等)
・避難場所(市町村が設置する避難場所、施設内の安全なスペース等)
・避難経路(避難場所までのルート(複数)、所要時間等)
・避難方法(利用者ごとの避難方法(車いす、徒歩等)等)
・災害時の人員体制、指揮系統(災害時の参集方法、役割分担、避難に必要な職員数等)
・関係機関との連携体制
カ　非常災害対策計画の内容を職員間で十分共有しているか。また、関係機関と避難場所や災害時の連絡体制等必要な事項について認識を共有しているか。
キ　火災、地震その他の災害が発生した場合を想定した消火訓練および避難訓練は、消防機関に消防計画を届出の上、それぞれの施設ごとに定められた回数以上適切に実施され、そのうち１回は夜間訓練又は夜間を想定した訓練が実施されているか。
ク　避難訓練を実施し、非常災害対策計画の内容を検証し、見直しを行っているか。
	□

	　
　
　
　
　
	厚令18号第7条

消防法第8条

消防法施行令第3条

消防法施行規則第4条
厚令18号第7条第1項、第3項
　
厚令18号第7条第1項
令18号第7条第2項、消防法施行規則第3条第10項　

	４　感染症等防止対策
　
	(1) 感染症や非常災害の発生時に備え、業務継続計画を策定し、職員への周知、研修および訓練が実施されているか。また、業務継続計画の定期的な見直しや、必要に応じての変更が行われているか。
	□
	　
	　

	
	(2) 当該施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう必要な措置(検討委員会の開催、指針の整備、職員研修及び訓練)を講じているか。
	□
	　
	　


厚令18号：救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準（昭和41年７月１日厚生省令第18号）
